
安八町ホームページバナー広告掲載要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、安八町（以下「町」という。）がインターネットに

公開している安八町ホームページ（以下｢町ホームページ｣という。）に

掲載する広告の取り扱いについて、安八町広告掲載要綱（平成２４年告

示第２３号。以下｢要綱｣という。）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（広告等の範囲） 

第２条 広告を掲載できる者、広告の内容及び広告のデザインは、要綱第

３条及び第４条の規定に定めるところによるものとする。 

（広告の規格) 

第３条 掲載する広告は、バナー広告とし、規格（一枠）は、次のとおり

とする。 

 一 縦七十ピクセル 

 二 横二百ピクセル 

 三 ＧＩＦ（アニメーション不可）又はＪＰＥＧ形式 

（広告の掲載期間等) 

第４条 広告の掲載期間は、１箇月を単位とし、複数月に渡る掲載も可能

とする。 

 （募集） 

第５条 広告掲載の募集は、町ホームページ又は「広報あんぱち」にて行

うものとする。 

（広告の掲載料金) 

第６条 広告の掲載料金は、一枠につき月額５，０００円とし、日割りで

は取り扱わない。 

ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、掲載料金を減免す

ることができる。 

(広告の掲載位置等) 

第７条 広告の掲載位置は、町ホームページのトップページで、町が指定

した位置とする。 

２ 広告の掲載枠を追加して設ける必要があると判断したときは、新たに

広告の掲載枠を設けることができる。 

 （申込書等の提出） 

第８条 広告の掲載をしようとする者（以下｢申込者｣という。）は、安八

町ホームページバナー広告掲載申込書（別記様式第１号。以下｢申込書｣

という。）に掲載しようとする広告（デジタルデータ）を添えて町長に

提出するものとする。この場合、同じ年度内で最大１２箇月以内の掲載

計画がある場合は、事前申し込みをすることができる。 



（掲載の決定等） 

第９条 町長は、前条の申込書の提出があったときは、要綱第八条第一項

の規定による安八町広告審査委員会の審査を経て、掲載の可否を決定し、

速やかに安八町ホームページバナー広告掲載許可（不許可）通知書（別

記様式第２号）により申込者に通知する。 

２ 掲載を可とした広告掲載は、受付順を原則とする。ただし、一月につ

き八枠を超えて申し込みがあった場合の優先順位は次のとおりとする。 

一 前条に規定する複数月の申込者で、町内に事業所等を有する者 

二 前条に規定する複数月の申込者で、町外に事業所等を有する者 

三 新規申込者で、町内に事業所等を有する者 

四 新規申込者で、町外に事業所等を有する者 

五 二度目以降の申込者で、町内に事業所等を有する者 

六 二度目以降の申込書で、町外に事業所等を有する者 

(広告の掲載料金の納付) 

第１０条 広告の掲載料金は前納を原則とし、広告掲載を許可された者 

（以下｢広告主｣という。）は、町長が指定する期日までに町が発行する

納入通知書により、一括して納付しなければならない。 

 (広告掲載の取下げ) 

第１１条 広告主は、広告掲載の決定後においても、自己の都合により、

広告掲載を取り下げることができるものとする。 

２ 広告掲載を取り下げようとする者は、安八町ホームページバナー広告

掲載取下申出書（別記様式第３号）により町長に申し出るものとする。 

 (広告掲載の取消し) 

第１２条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、安八町ホーム

ページ広告掲載取消決定通知書（様式第４号）により広告の掲載を取り

消すことができる。 

 一 広告の掲載料金が指定期日までに納付されなかったとき。 

 二 要綱第四条に該当することとなったとき、又は該当することが判明

したとき。 

 三 前二号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。 

(広告掲載料の返還) 

第１３条 前二条の規定により広告掲載を取り下げ、又は取り消した場合

は、既納の広告掲載料は、返還しない。 

２ 機器の保守又は工事を行う理由で町ホームページを一時停止した場

合は、既納の広告掲載料は、返還しない。 

３ 災害その他町の都合により広告掲載を中止した場合は、納付された広

告掲載料のうち掲載することができなかった月数に応じた金額を還付

するものとする。 

（広告主の責任） 

第１４条 広告主は、広告の内容に関するすべての責任を負うものとする。 



２ 広告主は、広告掲載に関連して第三者に損害を与えた場合は、広告主

の責任及び負担において解決しなければならない。 

３ 広告主は、広告掲載の権利を譲渡してはならない。 

４ 広告の手続きに係る経費は、広告主の負担とする。 

（広告内容の調整） 

第１５条 掲載できる広告は、要綱第３条の定めによるほか、町ホームペ

ージのイメージを損なうことのないよう広告主と調整した内容又はデ

ザインとする。 

２ 広告原稿にイラスト、写真またはロゴなどを使用する場合は、広告主

において著作権又は肖像権の確認を行い、著作権料等が発生する場合は、

広告主の負担とする。 

（町ホームページとの区別） 

第１６条 閲覧者が、町ホームページのコンテンツの一部であるかのよう

に混同するおそれがある表現又は町の事業であると錯誤するおそれの

ある表現を禁止する。 

（禁止する表現） 

第１７条 閲覧者の意思に反した動きをしたり、閲覧者に誤解を与えたり

するおそれがある次の表現を含むバナー広告は、禁止とする。 

一 ｢閉じる｣｢いいえ｣｢キャンセル｣などのボタン 

二 アラートマーク（｢注意｣｢警告｣などの警告をあらわすもの。） 

三 ラジオボタン（選択できるようなもの。） 

四 テキストボックス（入力できるように見えるもの。） 

五 プルダウンメニュー（下に選択肢があるように見えるもの。） 

（色調） 

第１８条 文字色と背景色のコントラスト（明度差）は十分にとり、また、

背景に模様のある画像又は写真などを使用する場合は文字の周りを縁

取るなどして、文字を読みやすくするように配慮しなければならない。 

（解像度） 

第１９条 文字又はイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮

明に見えるようにしなければならない。 

（広告内容の変更） 

第２０条 町長は、広告の内容、デザイン及びリンク先ホームページ内容

が要綱またはこの要領に抵触していると判断したとき、又は各種法令に

違反している、若しくはそのおそれがあるときは、広告主に対して広告

の内容等の変更を求めることができる。 

（委任） 

第２１条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

 この要領は、平成２４年８月１０日から施行する。 



附 則 

 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２９年７月１日から施行する。 


